
1/11 

○長崎市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に関する規則 

平成31年３月29日 

規則第18号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成18年法律第77号。以下「法」という。）、就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成26年内閣府・文部科学省・厚生

労働省令第２号。以下「命令」という。）及び長崎市幼保連携型認定こども園以外の認定

こども園の認定の要件を定める条例（令和５年長崎市条例第43号。以下「条例」という。）

の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

（令５規則75・一部改正） 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。 

（令５規則75・一部改正） 

（職員の資格） 

第３条 条例第３条第２項に規定する市長が別に定める要件は、幼稚園の教諭の普通免許状

又は児童福祉法（昭和22年法律第164号）第18条の６に規定する保育士の資格のいずれか

を有していることとする。 

（令５規則75・一部改正） 

（施設設備） 

第４条 条例第５条ただし書に規定する市長が別に定める要件は、次に掲げる要件を満たす

こととする。 

(1) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。 

(2) 子どもの移動時の安全が確保されていること。 

（令５規則75・一部改正） 

（認定の申請書） 

第５条 法第４条第１項に規定する申請書は、認定こども園認定申請書（第１号様式）とす

る。 

２ 市長は、法第３条第１項又は第３項の規定により認定こども園の認定をしたときは、当

該認定に係る申請をした者に認定こども園認定書（第２号様式）を交付するものとする。 

（令５規則75・旧第８条繰上・一部改正） 
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（認定の取消通知書） 

第６条 市長は、法第７条第１項の規定により認定こども園の認定を取り消したときは、当

該認定こども園の設置者に対し、認定こども園認定取消通知書（第３号様式）により通知

するものとする。 

（令５規則75・旧第９条繰上・一部改正） 

（認定こども園の廃止届出） 

第７条 法第16条の規定による廃止の届出は、認定こども園廃止届出書（第４号様式）に

よるものとする。 

（令５規則75・旧第10条繰上） 

（変更の届出書） 

第８条 法第29条第１項の規定による変更の届出は、認定こども園変更届出書（第５号様

式）によるものとする。 

（令５規則75・旧第11条繰上） 

（運営の状況に関する報告書） 

第９条 命令第29条に規定する報告書は、認定こども園運営状況報告書（第６号様式）と

する。 

２ 命令第29条の規定による市長の定める日は、毎年５月末日とする。 

（令５規則75・旧第12条繰上・一部改正） 

（委任） 

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

（令５規則75・旧第13条繰上） 

附 則 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日規則第37号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分

の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和５年３月31日規則第35号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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附 則（令和５年10月６日規則第75号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の長崎市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に関する規則に定

める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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第１号様式（第５条関係） 

（令３規則37・令５規則75・一部改正） 

第２号様式（第５条関係） 

（令５規則75・一部改正） 

第３号様式（第６条関係） 

（令５規則75・一部改正） 

第４号様式（第７条関係） 

（令３規則37・令５規則75・一部改正） 

第５号様式（第８条関係） 

（令３規則37・令５規則75・一部改正） 

第６号様式（第９条関係） 

（令３規則37・令５規則75・一部改正） 

 


